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お客さま各位 

 

理事長 島崎 利治 

各種「預金規定」改定のお知らせ 

 

 平素より、敦賀信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 この度、当金庫では、以下のとおり各種「預金規定」を改定しますのでお知らせい

たします。 

 なお、改定後の規定等は、改定前からお取引いただいているお客様に対しても適用

されますので、予めご了承ください。 

 

記 

 

1. 改定規定 

当座勘定規定、普通預金・納税準備預金・貯蓄預金規定、通知預金規定、

定期預金規定、定期積金規定（改訂日：2026 年 2 月 2 日） 

 

2. 主な改定内容 

（１）手形・小切手に関する振出期限の設定 

（２）手形・小切手に関する他行が支払地となる預金入金扱い受付停止 

 

詳細につきましては、新旧対照表をご参照ください。[新旧対照表：PDF] 

 

3. 改定後の規定はこちらからご覧ください。 

各種改定預金規定 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

敦賀信用金庫 業務部 

TEL：0770-22-9431 

https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/b4d312850950d1ba5104c52ab81b7b89.pdf
https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/upload/news-pdf/28f3d80e3e95a59358ed3d4319a1ee10.pdf

